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△ 業務開始前の借入金利子

Q :私はサラリーマンです。この度、銀行

からの借入金でアパートを建築し、貸し付け

ることにしました 0

ところで、建築中の期間に対応する借入金

の利子を、不動産所得の必要経費に算入でき

ますか。このアパート以外に賃貸している不

動産はありません。

A:必要経費に算入することはできず、ア
パートの取得価額に算入されます。

【解説】

借入金の利子は、一般的には原価性をもた

ないものですから、すでに不動産の貸付業務

を営んでいる人が支払うその業務に関連する

借入金の利子はその支払うこととなる年分の

必要経費（使用開始前の利子は取得価額との

選択が認められます）とされています。

ところで、業務を行っていない人が新たに

アパート貸付業務を行うこととした場合の業

務用資産の取得のための借入金利子は、その

業務開始までの期間に対応するものは、家事

上の経費となります。この場合、その業務の

開始とは、アパートが完成し、その賃貸に関

し、募集広告や不動産仲介業者等に仲介を依

頼する等のアパートを賃貸する意思表示が客

観的に行われたときと考えられます。

したがって、ご質問の場合、アパート建築

中の期間に対応する借入金利子は、必要経費

に算入することはできません。

ただし、その業務開始までの期間に対応す

る借入金の利子は、そのアパートの取得価額

に算入することができます。


